
 
 

                                                 
     
 

           
 

 

☆ ☆ ☆ 今 月 の 税 務 メ モ ☆ ☆ ☆ 
 
１１１１．．．．給与所得者の年末調整   最後の給料日 

２２２２．．．．１１月分源泉所得税の納付  納付期限・・・・・・１２月１０日 

３３３３．．．．１０月決算法人の確定申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）   申告期限・・・・・・１月４日 

４４４４．．．．４月決算法人の中間申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）  申告期限・・・・・・１月４日 
５５５５．．．．１月・４月・７月決算法人の消費税中間申告   申告期限・・・・・・１月４日 
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平成２７年分の年末調整における留意事項 

早いもので、今年もあと１ヶ月となりました。今

回は年末調整について注意しておきたい点を紹介し

ます。 

 

１、復興特別所得税の計算 

所得税の源泉徴収義務者は、平成２５年１月１日

から平成４９年１２月３１日までの間に生ずる所得

について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税

を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、

その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付

しなければなりません。このため、年末調整におい年末調整におい年末調整におい年末調整におい

て年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めて年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めて年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めて年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含め

た年税額（以下「年調年税額」といいます）を算出た年税額（以下「年調年税額」といいます）を算出た年税額（以下「年調年税額」といいます）を算出た年税額（以下「年調年税額」といいます）を算出

するするするする必要があります。 

【年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ】 

① 給与の年間支給額を算出 

② 給与所得控除後の給与等の金額を算出 

③ 社会保険料や生命保険料控除、扶養控除や基礎控

除等を算出して、所得控除額の合計額を算出 

④ ②－③を計算して課税給与所得金額を算出 

⑤ 「算出所得税額の速算表」を使用し、所得税額を

算出 

※この時、復興特別所得税の計算はされてない※この時、復興特別所得税の計算はされてない※この時、復興特別所得税の計算はされてない※この時、復興特別所得税の計算はされてない 

⑥ 住宅借入金等特別控除額を差し引いて年調所得

税額を算出 

⑦ ⑥に復興特別所得税率復興特別所得税率復興特別所得税率復興特別所得税率２．１％を加算２．１％を加算２．１％を加算２．１％を加算して年調年

税額を算出 

２、マイナンバー制度の導入 

①扶養控除等申告書への番号記載 

給与の支払者は、平成２８年１月平成２８年１月平成２８年１月平成２８年１月以降、給与所得

者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対

象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者

の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける必要

があります。また、この申告書の提出を受けた給与

の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人

番号を付記する必要があります。 

なお、平成２７年１２月以前であっても、給与所

得者等の個人番号が記載された「平成２８年分給与

所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受け

ても差し支えありません。 

②本人確認の実施 

給与の支払者が給与所得者から個人番号の提供を

受ける場合は、本人確認本人確認本人確認本人確認として、提供を受ける番号

が正しいことの確認（番号確認番号確認番号確認番号確認）と、番号の提供を

する者が真にその番号の持ち主であることの確認

（身元確認身元確認身元確認身元確認）を行う必要があります。 

③源泉徴収票への番号記載 

平成２８年１月以後平成２８年１月以後平成２８年１月以後平成２８年１月以後の支払に係る給与所得の源泉

徴収票には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び

控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があ

ります。 

 

年末年始の休業のお知らせ 

１２月２９日（火）より来年１月４日（月）まで、

当法人はお休みさせていただきます。 


